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備考 1．基準値は、年間平均値とする。

　　　　 2．底面近傍で溶存酸素量の変化が大きいことが想定される場合の採水には、横型のバンドン採水器を用いる。
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（別表）■海域

ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止
及び水産動植物被害の防止に係る指導指針

注1： 表に記載の指針値は以下の式から算出している。

　　　　　指針値 ＝ ｛ ADI（mg/kg 体重 / 日）× 53.3（kg） × 0.1 （ADI の 10％配分） / 2（L/ 人 / 日） ｝ × 10

注 2 ： 表に掲げた農薬の指針値についても、 今後新たに水濁基準値が設定された場合にはその値の 10 倍値を指針

値とする。


